
国土交通省・自動車技術総合機構・軽自動車検査協会からのお知らせ
令和8年５月

令和８年８月１日より、
「ロービーム計測」に移行します
～ヘッドライトテスタを用いた前照灯検査について～

※ 裏面もご確認ください。

【ロービーム計測の必要性について】
夜間走行しているとき、対向車やバックミラーに映るヘッドライトがまぶしく感じることは

ありませんか？また、暗くて不安を感じることはありませんか？
ヘッドライトの照射光線は走行時の振動等によりズレていくものですので、適切に点検・整

備・調整をして性能を維持し続けないと、その照射光線が他の交通を妨げてしまったり、自己
の運転に支障をきたすことになります。

このため、国際的にロービームを計測している状況も踏まえ、日本においても導入していま
す。

対向車のまぶしいロービーム バックミラーに映るまぶしいロービーム

平成10年9月1日以降に製作された自動車※1のヘッド
ライトの検査は、令和6年8月1日以降、全車ロービーム
計測に移行する予定でしたが、周知期間中にいただいた
様々なご意見を踏まえ、移行する期限を令和8年8月1日
に延期していたところです。

今般、過渡期において地域ごとに円滑な移行に向けた
取り組みを実施し、準備等が整ったことから、令和８年
８月１日より、全車ロービーム計測に移行しますので、
ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
※1：二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、

最高速度20km/h未満の自動車及び被牽引自動車を除きます。
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ヘッドライトの

効果的な整備や修理について
平成10年9月1日以降に製作された自動車※1の車検時には、夜間走

行時に使用頻度の高いロービームが基準を満たしているかどうかを、
ヘッドライトテスタを用いて検査しているところです。

自動車のヘッドライトは樹脂製が主流であり、使用期間の経過等に
伴う劣化や摩耗を避けることができず、使用状況、使用地域、管理状
況などに大きく影響を受けることから、効果的な整備手法や修理手法
の一例として、次のものが挙げられます。※2

○レンズ面の清掃・磨き・交換
○バルブの交換
○ヘッドライトユニットの交換、中古部品の活用
○ヘッドライトユニットを分解して修理するリペア業者を活用
○汎用部品を使用してヘッドライトを増設

また、ロービームの光度及び向きが基準に適合するように、適切な
調整もお願いいたします。

◎レベリング装置の位置を標準状態に戻してから調整開始！
◎照射光線は合格エリアの端部ではなく中央に合わせる！

※1：二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、最高速度20km/h未満の自動
車及び被牽引自動車を除きます。

※2：記載している整備手法や修理手法は一例であり、これらを実施したからといって必ずしも基準に適合する
ものではありません。

内部リフレクタの劣化レンズ面のくもり

光が拡散

してしまう

相性の悪いバルブに交換

これらは適切な整備や修理が必要です！
整備や修理には費用がかかります。料金は自動車整備工場等にご確認ください。
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